
  様
式
第
5 
補
助
率
差
額
計
算
調
書
 

 
様
式
5―
1 

平
成
 
 
年
度
首
都
圏
近
郊
整
備
地
帯
等
事
業
補
助
率
差
額
計
算
書
 

(単
位
：
円
)事
業
主
体
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
 
 
度
都
市
公
園
、
下
水
道
(街
路
、
区
画
整
理
)特
定
事
業
 

補
助
対
象
額
 

精
算
額
 

そ
の
他
の
財
源
内
訳
 

適
用
地
域
名
及
び

事
業

名
 箇

所
名
 
補
助

基
本
額
 
補

助
金

額
 

補
助

基
本
額
 A 

補
助

金
額
 B 

補
助
率
 C 
都
道
府

県
支
出

金
 
D 

法
令
に
基

づ
く
分
担

金
等
 
E 

事
業
者

負
担
額
 F 

2
割

制
限
類
 

A×
0.
2 G 

引
上
率
 

補
助
率
差

額
が
減
額

さ
れ
る
額
 

(B
×
H＋
D

＋
E)
－
(A

－
G)
 
J 

補
助
率
差

額
精
算
額
 

(B
×
H)
－

B－
J 

K 

備
考
 

(例
) 

工
業
整
備
 

 
特
別
区
域
 

 
都
市
公
園
事
業
 

    
小

計
 

合
計
 

   
○
○
公
園
 

○
○
公
園
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
(備
考
) 

 
 
1 
「
地
方
財
政
再
建
促
進
特
別
措
置
法
」
に
基
づ
く
精
算
分
は
G欄
を
1割
制
限
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
備
考
欄
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
2 
そ
の
他
の
記
載
要
領
は
様
式
5―
2(
備
考
)を
参
照
の
こ
と
。
 



   
様
式
5―
2 

平
成
 
 
年
度
後
進
地
域
特
例
法
適
用
団
体
等
補
助
率
差
額
計
算
書
 (単
位
：
円
)事
業
主
体
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
 
 
 
年
度
街
路
(区
画
整
理
を
除
く
。
) 

開
発
指
定
事
業
 

補
助
対
象
額
 
精
算
額
 

事
業
名
 
都
市
名
 
路
線
名
 
補

助
基
本
額
 A 

補
助

金
額
 B 

補
助

基
本
額
 

A′
 補

助
金
額
 

B′
 補
助
率
 C 
事
業
者
負

担
額
 

D 

令
第
2条
の

分
担
金
 
E 

一
部
制
限

額
(法
第
3

条
第
2項
)

A又
は
A′

×
0.
1 
F 

引
上
率
 補
助
率
差
額

が
減
額
さ
れ

る
額
B
又
は

B′
×
C＋
E

－
(
A
又
は

A′
×
F)
 
H 

補
助
率
差

額
精
算
額

又
は
B
′

×
G－
B又

は
B
又
は

B′
－
H)
 I
 備

考
 

(例
) 

街
路
事
業
 

  
計
 

合
計
 

  ○
○
市
 

○
○
市
 

  ○
○
線
 

○
○
線
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(備
考
) 
1 
本
表
は
、
交
付
申
請
時
の
金
額
(上
段
赤
書
き
又
は
( 
)黒
書
き
)と
、
実
績
額
(額
の
確
定
額
又
は
確
定
見
込
額
)と
を
対
照
表
示
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
 
2 
補
助
率
差
額
は
精
算
額
に
基
づ
い
て
算
出
す
る
。
 

 
 
 
 
 
3 
発
生
物
件
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
精
算
国
庫
補
助
基
本
額
よ
り
発
生
物
件
の
売
却
額
又
は
評
価
額
を
控
除
し
た
も
の
で
算
出
す
る
。
 

 
 
 
 
 
4 
補
助
率
差
額
の
完
了
、
未
完
了
の
扱
い
。
 

 
 
 
 
 
 
(イ
) 
指
定
事
業
に
繰
越
の
な
い
と
き
は
、
補
助
率
差
額
は
完
了
と
し
て
取
扱
い
、
指
定
事
業
費
の
額
の
確
定
額
で
算
定
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
(ロ
) 
指
定
事
業
が
繰
越
と
な
り
繰
越
さ
れ
た
年
度
に
工
事
が
完
成
し
た
と
き
(明
許
繰
越
)は
補
助
率
差
額
も
完
了
と
し
て
取
扱
い
指
定
事
業
の
う
ち
指
定

事
業
が
交
付
決
定
さ
れ
た
年
度
に
完
成
し
た
事
業
の
額
の
確
定
額
に
繰
越
事
業
箇
所
の
額
の
確
定
見
込
額
を
加
え
た
額
で
算
定
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
(ハ
) 
指
定
事
業
が
繰
越
と
な
り
、
繰
越
さ
れ
た
年
度
に
完
成
し
な
か
っ
た
と
き
(事
故
繰
越
)は
補
助
率
差
額
も
未
完
了
と
し
て
取
扱
い
、
再
繰
越
さ
れ
た

年
度
に
お
い
て
(ロ
)と
同
じ
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
。
 

 
 
 
 
 
5 
D≦
Fの
場
合
に
は
G欄
以
下
の
記
入
を
要
し
な
い
。
 

 
 
 
 
 
6 
H欄
は
計
算
の
結
果
、
負
数
と
な
る
場
合
に
は
記
入
を
要
し
な
い
。
 

 
 
 
 
 
7 
補
助
率
差
額
申
請
額
に
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
る
場
合
に
は
、
箇
所
ご
と
に
切
り
捨
て
る
こ
と
。
な
お
、
計
算
の
過
程
で
は
端
数
を
切
捨
て
な
い
こ
と
。
 


